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文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 

日本語教育の標準に関するワーキンググループ 第１回 議事録 

 

令 和 元 年 ６ 月 １ ０ 日 （ 月 ）      

１１時００分～１３時００分    

旧文部省庁舎２階文化庁第２会議室 

 

〔出席者〕 

（委 員）石井委員，金田委員，村田委員，島田委員，簗島委員，菊岡委員（計６名） 

（文化庁）高橋国語課長，津田日本語教育専門官，増田日本語教育専門職，北村日本語教育専門職 

ほか関係官 

 

〔配布資料〕  

１ ワーキンググループの設置について 

２ 第１９期日本語教育小委員会の審議の進め方について 

３ 日本語教育の標準に関するワーキンググループの進め方について（案） 

４ 論点３のこれまでの審議経過について 

５ 日本語教育の標準等に関し新たに指摘されている課題について（案） 

６ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案等について 

７ ＪＦ日本語教育スタンダードについて 

 

〔机上配布資料〕  

１ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について（報告） 

（平成22年５月１９日） 

２ 日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（報告）    （平成２５年２月８日） 

３ 日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について（リーフレット）（平成２５年２月１８日） 

４ 日本語教育の推進に当たっての主な論点に関する意見の整理について（報告） （平成２６年１月３１日） 

５ 日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告） 改訂版              （平成３１年３月４日）           

６ ＣＥＦＲ関連資料 

Ｃ

〔経過概要〕  

１ 事務局から配布資料の確認があった。 

２ 委員の互選により，金田委員がワーキング座長に選出された。 

３ 事務局から，配布資料２「第１９期日本語教育小委員会の審議の進め方について」及び配布資料

５「日本語教育の標準に関するワーキンググループの進め方について（案）」の説明があり，進め

方について了承された。 

４ 事務局から，配布資料５「日本語教育の標準等に関し新たに指摘されている課題について（案）」

の説明があり，意見交換を行った。 

５ 事務局から，配布資料７「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム

案等について」の説明があり，意見交換を行った。 

６ 独立行政法人国際交流基金から，配布資料７「ＪＦ日本語教育スタンダードについて」の説明が

あり，意見交換を行った。 

７ 次回の日本語教育小委員会は９月を目途に行うことを確認した。 

８ 資料説明等の内容は以下のとおりである。 
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○増田日本語教育専門職 

  ただいまから，第１回日本語教育の標準に関するワーキンググループを開会いたします。 

 座長を選任いただくまでの間，事務局が進行を務めさせていただきます。御了承願います。本日

は日本語教育小委員会委員の国際交流基金日本語事業部長，村田先生にも同席いただいております。

よろしくお願いいたします。 

  初めに本ワーキンググループの進行を務めていただきます座長の選出をお願いしたく思います。

互選となっております。どなたか御推薦いただけますでしょうか。 

 

○石井委員 

  僭越ですが，金田委員にお願いしたいと思います。皆様，いかがでしょうか。 

 

   （賛成の声あり） 

 

○増田日本語教育専門職 

  金田委員，お引き受けいただけますでしょうか。 

 

○金田委員 

 はい。 

 

○増田日本語教育専門職 

  ありがとうございます。ただいま金田委員を座長に御推薦いただき，賛同いただきましたので，

座長席にお移りください。一言御挨拶を頂きまして，これ以降の進行につきましては，座長にお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○金田座長 

  大雨の中，お集まりいただきまして，本当にありがとうございます。雨の中の船出ということに

なりましたが，本ワーキンググループにおける日本語教育の標準に係る検討は，１年限りというこ

とではなく，数年掛けて取り組んでいくということと聞いております。世間の注目も浴びているこ

とですし，これからの日本語教育をどう形作っていく上で，大切な話し合いをする機会になると思

います。皆さんに御協力いただきながら何とか座長を務めさせていただければと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 それでは，このワーキンググループの進め方について確認していきたいと思います。事務局から

資料の説明をお願いします。 

 

○増田日本語教育専門職 

  配布資料２「第１９期日本語教育小委員会審議の進め方について」を御覧ください。５月２４日

の日本語教育小委員会で了承された資料となっております。１の検討内容の２）論点３の日本語教

育の標準や日本語能力の判定基準についてですが，国内外の日本語学習者が，日本語の習得段階に

応じて求められる日本語教育の内容及び方法を明らかにし，外国人が適切な日本語教育を受けられ，

評価できるようにするため，日本語教育の標準の策定に向けた検討を開始するということになって

おります。本年度は，大枠としての共通参照レベル及び文字を含めた各レベル別の能力記述につい

て検討を行うことを予定しております。 

 スケジュールを御覧ください。右端が日本語教育の標準の検討のワーキンググループのスケジュ

ールになっております。１２月の小委員会への報告をめどに全４回の公開ワーキングを予定してお

ります。今回が第１回目となっております。 
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 続きまして，配布資料３が「本ワーキンググループの進め方（案）」です。本ワーキンググループ

では，「生活者としての外国人に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案」，以下カリキュラム

案と申し上げますが，それから「ＪＦ日本語教育スタンダード」を参考として，日本語教育の標準

を策定することとしております。その際，言語のためのヨーロッパ共通参照枠，ＣＥＦＲと言いま

すが，こちらを参考とすることとしております。 

２）にございますが，文字について，平仮名，片仮名，漢字，ローマ字を含む日本語のレベル別

の能力記述を策定することを予定しております。 

 日程については，本日６月１０日には五つの議事を予定しております。一つ目が日本語教育の標

準の現状と課題，二つ目が日本語教育の標準の策定に当たってＣＥＦＲを参照とすることについて，

三つ目がカリキュラム案について，四つ目がＪＦ日本語教育スタンダードに関するヒアリングです。

五つ目の検討作業については別途御説明申し上げます。①②③につきましては，業務委託として外

部の機関に委託し，議論のたたき台となる基礎資料の作成を行う予定です。一つ目が，ＣＥＦＲの

補遺版（Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ Ｖｏｌｕｍｅ）というものが２０１８年に出されておりますが，こ

の翻訳作業と分析を行うものです。２点目が，標準的なカリキュラム案に対し，能力記述をＣＥＦ

Ｒのレベル別に振り分けるという作業です。③は，標準的なカリキュラム案とＪＦ日本語教育スタ

ンダードを参考とした日本語教育の標準の素案のＣａｎ－ｄｏを作成するという作業です。４点目

が文字ですが，こちらは残された検討課題になっております。 

 本日御議論いただいたものを６月２４日開催予定の第２回日本語教育小委員会に経過の報告とい

う形で，御報告いただくことになります。 

 続きまして配布資料４です。机上配布冊子の「日本語教育の推進に当たっての主な論点に関する

意見の整理について」から抜粋をしております。１ページ目ですが，これまで論点３に掲げられた

ものとしては，日本語教育の内容及び方法に関して，標準としてはカリキュラム案のほかＪＦ日本

語教育スタンダードがあるということで，２点挙げられております。 

 １ページ目の下ですが，「これまで標準については，文化庁はもとより自治体や民間が既に日本語

教育の標準や日本語能力の判定基準を作り，その活用に取り組んでいる中で，日本語教育の標準や

日本語能力の判定基準を新たに作るべきという指摘がある。これについては，まずこうした現行の

取組ではどのような理由で不十分であり，それを克服するためにどのような日本語教育の対象者，

目的，分野を念頭に置いて日本語教育の標準や日本語能力の判定基準を作ることを考えるのか具体

的に検証する必要がある」と御提言を頂いているところです。 

 ２ページ目です。次のような点について，十分議論しなければならない問題であると挙げられて

おります。１点目が，「仮に対象者，目的，分野などが異なる日本語教育の標準や日本語能力の判定

基準を総合化し，統一的な標準や基準を作るとすれば，それは可能なのか。可能であれば，それを

より適切なものにするためにはどのように考えればよいのか」。それから，こうした「議論の際には

欧州評議会の言語のためのヨーロッパ共通参照枠ＣＥＦＲの実践の成果や課題を踏まえて検討する

のが適当」との御提言を頂いております。 

 その他，課題をまとめたものが配布資料５「日本語教育の標準等に関し新たに指摘されている課

題について（案）」です。全部で１０項目挙げております。 

 １点目です。我が国に在留する外国人は過去最高を記録しまして２７３万人を超えております。

これまでとは違って定住化が長期にわたりまして，初期段階の日本語のみならず，子育てや就労に

必要となる，より高いレベルの日本語が求められるようになったということ。 

 ２点目，特定技能という新たな在留資格が新設されたことによって，入国時の日本語能力の要件

というのが課せられるようになってまいりました。しかし，国としての日本語教育の統一的な標準

がないため，現在は暫定的な基準，当面の間ということで基準が設けられているところです。 

 ３点目です。文化庁が先生方に策定いただきました標準的なカリキュラム案ですが，こちらは生

活場面ごとに求められる能力が示されているものの，レベル別には分かれておりません。 
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 ４点目です。国内と海外と別々の指標，別々の標準，スタンダードというものが活用されており

まして，これらを総合する視点が重要であるという指摘も頂いております。 

 ５点目です。現在，約２０の機関・団体により日本語の様々な試験が実施されております。しか

し，統一の指標といったものがないため，日本語学習者や外国人を雇用する企業が，どういったテ

ストを選べばいいのかが分かりにくい状況にあり，テスト間の相互の比較ができない状況にあると

いう問題も指摘されております。日本語教育の標準が策定されることによって，日本語能力のテス

ト間の相互通用性が確保されることが期待できるのではないかという指摘があります。また，外国

人を雇用する産業界，企業が採用条件として求める日本語能力の参考になる指標が出来るのではな

いかということもあります。 

 ＣＥＦＲを参照する際に，文字について，新たに検討する必要があるということ。それから，今

のテストの大半が受容能力（聞く力，読む力）を測定する試験であり，コミュニケーション能力を

測定するテストが少ないことや，Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｂａｓｅｄ Ｔｅｓｔというパソコンで行え

るような試験の開発も進んでいないのではないか。こういった指摘が挙げられているところでござ

います。資料の説明は，以上でございます。 

 

○金田座長 

 このワーキンググループは先日５月１７日に開催されました日本語教育小委員会によって設置さ

れています。今，事務局から説明のありました配布資料１「ワーキンググループの設置について」，

配布資料２「第１９期日本語教育小委員会審議の進め方について」は，この小委員会で決定した資

料です。この配布資料１に示されていた検討事項の案の詳細が，配布資料３「本ワーキンググルー

プの進め方（案）」です。 

 この配布資料３「本ワーキンググループの進め方（案）」によりますと，今日の６月１０日のワー

キンググループでは，ここに記載されてある五つの白い丸が議題となっています。この具体的な議

題に入る前に，配布資料３の進め方について確認したいと思います。御意見等ございましたらば，

お願いしたいと思います。皆様，いかがでしょうか。 

 

○村田委員 

  昨年１２月２５日に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が発表され，「日本語教育

の標準等の作成（日本版ＣＥＦＲ）」と載っております。この表現を見たときに，「日本版ＣＥＦＲ」

というのは，何となく分かりやすい印象もあるのですが，人によっていろいろな受け止め方をする

のではないかと思いました。ＣＥＦＲに準拠して作っていくのか，ヨーロッパにＣＥＦＲがあると

いうイメージで，日本独自のスタンダードを作るということなのか，どちらにも読めてしまいます。

そこは明確にする必要があるのではないかと思いました。 

 今日の事務局からの御説明でＣＥＦＲに寄り添いながら作っていくということが分かったわけで

すが，一方，この「総合的対応策」の一環として作成するのであれば，特定技能の資格要件となっ

ているＡ２あたりを中心に作っていくのか，あるいはＣＥＦＲに準拠する形で，６段階をバランス

良く作っていくのかということも考えないといけないと思います。 

 いずれにしても，１年や２年でできる作業とは思えませんので，どういう作業計画で，最終的に

どういうものを目指すのか，１年目はどこまでやるのかについて，最初に共通認識を持って進んだ

方がスムーズに行くのではないかと感じた次第です。 

 

○金田座長 

  ありがとうございます。石井委員，どうぞ。 
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○石井委員 

  ＣＥＦＲの理念といいましょうか，この開発の枠組みを明確にするときに，確かにこれまでＣＥ

ＦＲ準拠でという議論はしてきました。ＣＥＦＲの理念に準ずるということがよく言われますが，

枠組みや尺度などについては，確かに参考になると思いますが，準拠，理念をもとにすると言った

瞬間に，今我々がやっている事柄は，あくまで日本語が母語でない人たちに対する日本語の能力の

ことだけであって，マジョリティーである日本人側の能力の方は一切触れていませんよね。 

そこがＣＥＦＲの最も大事で，全ての言語に関して，ノンネイティブの部分的な能力をしっかり

認めるということや，マジョリティーの側がどのようにそういう人たちと寄り添っていくか，自分

たちのコミュニケーション能力も，ＣＥＦＲにはしっかり書かれているわけです。確かに，参照な

ので参照は良いと思いますが，理念の共有をあまり簡単に言ってしまうと，実際と違うということ

が恐らくいろいろな指摘を受けるのではないでしょうか。 

 そちらにも踏み込んでいくという意気込みであれば，そのこと自体は私も反対しませんが，年限

のある作業の中で，どこまで何ができるかを考えると，文章で説明をする際，我々はある部分につ

いて参考にするとしっかり常に言っていかなければいけないと思います。理念の共有や準拠という

ところは，少し難しいのではないかと思いました。 

 

○金田座長 

 具体的にＣＥＦＲをどう参照するのか。そして，恐らく最終的にはどういう名前で表に出してい

くのかという，先ほどの村田委員の御発言とも関係のあることだろうと思います。これも含めて，

今後検討するということでいいですね。ほか，いかがでしょうか。 

 

○増田日本語教育専門職 

  今，名称に関する御指摘があったと思います。事務局としては，論点３では「日本語教育の標準」

と掲げられておりますが，標準というと，ある程度決まったものであるような印象も与えかねませ

んので，どういった名前にしていったら良いかも，できればワーキンググループで御提案いただき

たいと思います。英語の方では，「ＣＥＦＲ―Ｊ」という名称が既に使われていますので，それと混

乱しないよう，一般の方にも分かりやすい名称を御提案いただければ有難いと考えております。 

 

○金田座長 

  「日本語教育の標準」は，標準という言葉に誤解が感じられるかもしれないということですが，

ＣＥＦＲという言葉を使わなくても良いという考え方でいいのですね。恐らくこのことは理念をど

う捉えるかということとも関係が出てくると思います。少なくとも今期の第４回ワーキンググルー

プ開催時までに名称が定まっていればよいのでしょうか。 

 

○増田日本語教育専門職 

  はい。 

 

○金田座長 

  分かりました。皆さん，お知恵を絞っていただければと思います。ほかにいかがでしょうか。 

 

○島田委員 

  名称はともかくＣＥＦＲを参照するということですが，作られたバックグラウンドが全く違うと

思います。ヨーロッパの言語を扱っているＣＥＦＲと私たちが扱おうとしている日本語では随分違

います。このことは，あえて私が言うほどのことではないかもしれません。 

 ヨーロッパのグルノーブル・アルプ大学でＣＥＦＲ準拠の多言語のオンラインテストを作ってい



 

 

 

6 

 

 

るのですが，その中の日本語版を日本語の先生たちが作っています。その中で言われているのが，

まず表記です。表記が日本語はそのままマッチしないため，別に考える必要があるということです。

それからレジスターですね。敬語や普通体といったことをどう扱うかということで，別の参照する

ものを作るということに取り組んでいます。そういうことも参考にする必要があると思います。 

例えば漢字のリストも作っています。漢字のリストを作るのがいいのかどうか分かりませんが，

そういった取組が参考になるのではないかと思います。 

 もう一つ，名古屋大学の野口先生が科研の代表をされており，私も分担になっているのですが，

ＣＥＦＲを日本語に適用するための尺度構成理論を中心とした基礎研究というものが２０１７年か

ら走っております。ＣＥＦＲを適用するという動きもあるわけですが，そのときに注意する点がど

こかを探るための基礎的な研究です。ヨーロッパなどで事情を聞きますと，先ほどフランスの大学

の話をしましたが，中等教育の先生たちもＣＥＦＲで成績を付けたり，カリキュラムを作っていか

なくてはならず，日本語の先生たちは，漢字を別に技能として立てているようです。 

ＣＥＦＲは５技能ですが，６技能ということにして漢字のリストも作っています。そういったも

のが参考になるのではないかと思いました。 

 

○金田座長 

 漢字に関しては，恐らくテクノロジーも発達してきているので，従来は実際に読み物の中で，あ

るいは手書きできるかなどを考えがちだったとは思いますが，今はいろいろなものの助けによって

読めない漢字が読めたり，書けない漢字も選択肢の中から選べば良いという場面もありますね。今

後ますます技術が発展するでしょうから，そこも考えながら基準を設定していくことになるのでは

ないかと思っています。今後の進め方に関しましてはよろしいですか。 

 それでは，具体的な進め方に関しましては，これからも調整しつつ進めていきたいと思います。

１１月の報告案作成までそれほど時間がない中で，皆さんにいろいろ御尽力いただくことになりま

すが，よろしくお願いいたします。 

 それでは，次に移りたいと思います。日本語教育の標準についてこれから審議するに当たり，現

状と課題について，整理しておきたいと思います。配布資料５「日本語教育の標準等に関し新たに

指摘されている課題について（案）」に１０項目の課題が列挙されています。これ以外にも課題はあ

るとは思いますし，委員の皆様からも，追加でこういったことも検討するべきということもあるか

もしれませんが，それらも踏まえて，整理していけたらと思っています。 

目下のこの項目に関しまして，皆さんの方から御意見等ありましたら，今お伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 この課題について，私が一つ気になったところがあります。三つ目の標準的なカリキュラム案に

ついてです。この後ヒアリングでも御説明いただきますが，「生活場面ごとに求められる能力が４技

能別に挙げられているものの，レベル別に分かれていない」という書き方がされています。ここは

言い方を変えておいた方がいいかなと思いました。これは，言語行動の難易度に対する配慮は十分

ではないということではないかと思います。標準的なカリキュラム案の策定当時は，レベル別に設

定するという発想そのものはなかったと思いますので。 

 

○増田日本語教育専門職 

  はい，修正いたします。 

 

○金田座長 

  ほかにいかがでしょうか。島田委員。 
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○島田委員 

  テストの関係について，複数のテストがあり，お互いに比べられないという課題があると理解し

ましたが，仮に標準が出来たとして，例えばあるテストの１級，２級というのが，標準なりＣＥＦ

Ｒ日本語版にどのように準拠するのか，当てはまるのかということは，かなり難しいと思います。 

 実際に，日本語能力試験も今それをしていませんね。それはもっともなことで，１つの試験が全

ての技能をはかっているわけではありませんし，レベル設定を対応付けすることは簡単にはできな

いと思いますので，標準を作った後，どのように対応付けしていくのかまでを示す必要があると思

います。 

 

○簗島委員 

  私も，配布資料５「日本語教育の標準等に関し新たに指摘されている課題について（案）」の五つ

目の「統一された日本語教育の標準がないため、日本語のテスト間の評価の比較ができない状況に

対応するものを作るというのは難しいなと思いました。それぞれのテストが必ずしも全体の能力を

測っているわけではないため，むしろテスト間の評価の比較をするためというよりも，それぞれの

テストが全体の中のどこを測るテストとして位置付けられているのかが分かるようになるというこ

とが目標なのではないかと思いました。 

 それを考えるに当たって，今回作る標準，ＣＥＦＲ日本版が，どの程度大枠なのか，テストを作

っている人たちが，自分たちはこの辺りだと具体的にひも付けられるようなものにするのかという，

抽象性についてはっきり共通理解ができていないように思います。 

さきほど村田も申しましたが，カリキュラム案を参考にしますと，ある一定のレベルの，しかも

生活者に偏りが出るものになると思います。全体の枠組みを考えるにはそれだけではいけないだろ

うと思うので，最終形はどんな形で，この１年でその中のどこの部分を色付けるというか，どこの

部分を作ったつもりなのだということが見えると良いと思います。 

 

○村田委員 

  今の話と関連するのですが，資料５の下から四つ目の点，「産業界，経済界が職務内容に応じて採

用条件として求める日本語能力の参考になる指標」という箇所です。正に外国人材の受入れという

ところから起こってきた話であれば，こういうニーズがあるということは当然承知しているのです

が，どこまで個別具体的なことを書き込むかということは最初にはっきりしておいた方が良いので

はないかと思います。 

 

○金田座長 

  テーマは異なりますが，昨年度，一昨年度に日本語教育人材の養成・研修について検討した際，

人材の全体像が出来上がって，その中のこの部分を明らかにするというように審議を進めてきまし

た。見た目は大分変わるとは思いますが，この委員会で扱う事柄というのは，全体像のこの部分で

あるということが，図式化できると良いと思います。この部分のここをそれぞれに活用していただ

くことによって，空白の部分が埋まっていく，そういうものができると良いですね。 

 つまり，本ワーキンググループでは，分野別に全て作り込むつもりは恐らくないわけですが，生

活者に関しては必要という面もあると思いますので，その範囲が明確になるようにしていくと作業

も進みやすいし，年度ごとの目標も明確になっていくと思いました。 

 よろしいでしょうか。評価に関しましては，今期では解決を見ないと思いますので，今後の課題

として，実際にこの標準が出来上がった後，検討していくということになります。 

 それでは次に，標準的なカリキュラム案について，ヒアリングを行いたいと思います。その後，

ＪＦ日本語教育スタンダードに関してもお話を伺いたいと思います。まず標準的なカリキュラム案

に関して，北村専門職から御説明をお願いします。 
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○北村日本語教育専門職 

  それでは，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案についての説

明に入りたいと思います。配布資料６を御覧ください。また，先生方のお手元には黄色の冊子が置

いてあると思います。こちらが標準的なカリキュラム案そのものですので，こちらも適宜御覧にな

りながら説明を聞いていただければと思います。 

 それでは，配布資料６に基づいて，説明を始めます。 

 表紙をめくっていただきまして，標準的なカリキュラム案の開発過程というところを御覧くださ

い。まず，この標準的なカリキュラム案の開発の前に，「生活者としての外国人」に対する日本語教

育の目的・目標が設定されました。それについて御説明したいと思います。 

 まず，皆さんにとっては自明のことかもしれませんが，「生活者としての外国人」というのがどう

いう人たちかを御説明します。誰もが持っている生活という側面に着目して，我が国において日常

的な生活を営む全ての外国人を指しています。そして，その外国人が日本語教育を受けるに当たっ

て，生活場面と密着したコミュニケーション活動を可能とする能力を獲得することを日本語教育の

目的・目標として掲げました。 

 その詳細が下の（１）目的，（２）目標の記載部分です。まず，目的としては，言語・文化の相互

尊重を前提としながら，生活者としての外国人が日本語で意思疎通を図り生活できるようになるこ

とをまず目的として掲げています。その下位として，細かい目標を四つ挙げております。一つ目と

して，日本語を使って，健康かつ安全に生活を送ることができる。二つ目として，日本語を使って，

自立した生活を送ることができる。三つ目として，相互理解を図り，社会の一員として生活を送る

ことができる。四つ目としまして，日本語を使って文化的な生活を送ることができる。この四つで

す。 

 この標準的なカリキュラム案では，これらの目的・目標に従って，必要な日本語教育の内容を示

すものとして編集が行われました。日本語教育小委員会では，その検討の過程で，まず学習者が日

本語で行うことが期待される生活上の行為の事例を整理・選択しました。続いて，選択した個別の

学習項目の要素と社会・文化的情報についても記述を行いました。その後，学習時間と学習順序に

ついて検討を行い，標準的なカリキュラム案としてまとめました。 

 これらをまとめる際に，脚注１にありますように，アンケート調査や，その時点で行われていま

した独立行政法人国立国語研究所，社団法人国祭日本語普及協会の研究成果，あるいは文化庁国語

課が独自に行ったヒアリング調査等も参考にしながら，これらのまとめを行っています。 

 続いて，２の生活上の行為の事例の整理と選択というところに入ります。これらのまとめにおい

て，生活上の行為というものを整理・選択する必要があったわけなのですが，２ページに参ります。

それを選ぶときに，２ページの段落が変わっています「整理した生活上の行為」というところなの

ですが，まず１点目として，来日間もない外国人が，基本的な生活の基盤形成のために必要である，

そして安全にかかわり緊急性があるという観点で選んでいます。また，基本的な生活基盤を形成す

る緊急性，情報として知っておく必要があるというものを選択しています。 

 続いて３番です。それらの要素を記述する際の，何を記述したかというところです。ここに羅列

しておりますが，御覧いただいております配布資料６の１７から２２ページも御覧ください。ここ

には，実際にどのようにこの黄色の冊子の中で記述しているかということをサンプルとしてコピー

しております。左から参ります。能力記述，場面，場所，相手，状況・動機，そしてやりとりの例，

機能，文法，語彙。４技能の「話す，聞く，読む，書く」ですが，このうち，その生活上の行為で

どれを使うかということをチェックしております。これらをこのように具体的にまとめることで活

用していただけるようにしています。 

 ２ページに戻ります。これらをまとめる際に，加えまして社会・文化的情報も入れて，現場で活

用できるようにしています。 
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 続いて２ページから３ページにかかるところに参ります。これらを学習項目，学習時間，学習順

序に関して記述していく際に，それら以外にも教室活動の方法の例ですとか参考資料，実際に活用

するときの例等をまとめて，黄色の冊子には盛り込んでおります。 

 続いて，今標準的なカリキュラム案の要素を御覧いただきましたが，それらがどのような生活の

具体的な行為に基づいて，列挙されているかというところを説明いたします。この３ページの四角

のところを御覧ください。こちらでは，生活上の行為の大まかなポイントとして八つを挙げていま

す。これらを必要単位ごとにまとめて，全３０単位の生活上の行為を取り上げています。 

 続いて４ページを御覧ください。４ページには，学習内容や学習時間，学習順序についての考え

方を説明しております。こちらには，先ほども御説明しましたとおり，来日間もない外国人が生活

の基盤を作る上で必要になってくるもの，安全にかかわるもの，緊急性があるものを選んだり，標

準的なカリキュラム案全体を３０単位とした場合に，具体的にどの区分にどれぐらいの時間が掛か

るかという割合を示したりしました。また，必要な時間数の目安だけでなく，各地域に必要な時間

数として地域に応じた時間設定が求められるということや，必ずしもここに書いてあるとおりに行

われるということに限らず，順番は教室活動の実際の地域の実情に合わせて編集が可能であるとい

うことを書いています。 

 また，４ページの最後の部分になります。「なお」から始まる部分です。「生活者としての外国人」

が日本語学習をする上で，発音ですとか基礎的な文法等の学習は必要である，それらだけを取り上

げるのではなくて，５ページに入っている，各地域の実情に合わせて具体的なカリキュラムが編成

される可能性があるということと，必要に応じて取り扱っていくということを説明しています。 

 ５ページの活用方法のところでございます。（１）の学習内容です。こちらも先ほども申し上げま

したとおり，学習者が既にどのような能力を身に付けているかということを踏まえた上で，事例を

的確に選択し，プログラムとして配列するということを記載しています。 

 その次の段落に入ります。実施の際に適宜修正が加えられるということですとか，言語・社会・

文化的な知識を使って行動できるようになる必要があるということ，また，カリキュラム編成の際

には，言語・非言語行動と文化的な規範が密接に関係しており，不可分であるということを前提と

するということを挙げています。 

 ６ページに入ります。学習時間，学習順序，参考資料の活用等について言及があります。 

 ７ページを御覧ください。こちらには，想定される利用者として，対象が示されております。学

習者としては，もちろん「生活者としての外国人」なのですが，これらを使うのはコーディネータ

ーや地域の国際交流協会の担当者ですとか，そういったところで活動している日本語教師等である

ということを記載しております。 

 続いて，今後の課題ということで，８ページを御覧ください。（１）から（４）として，教材例の

作成，指導方法の提示，日本語能力の評価について，指導力の評価についてと，４点挙げてござい

ます。こちらは，この資料の１４ページを御覧ください。横の資料で，カラフルなページです。こ

ちらに挙げております。この時点では，課題という段階だったのですが，その後検討が行われまし

て，それぞれ冊子が出ているのですが，黄色が今御説明しておりますカリキュラム案です。その活

用方法を示したガイドブック，教材例として示した教材例集，オレンジ色の部分の能力評価，ピン

クの指導力評価と，既にそれぞれ取りまとめが行われています。 

 先ほどの８ページにお戻りください。今具体的にどのような報告としてまとまっているかという

ことをお話ししたのですが，それぞれ教材例，指導方法，評価，指導力の評価について検討が行わ

れました。 

 続いて９ページを御覧ください。生活上の行為の分類一覧ということで，たくさんの事例が大分

類，中分類，小分類と列挙されております。これら全てを生活上の行為の分類として議論していた

だきました。小委員会での議論の過程で，Ｖ子育て・教育を行う，Ⅵ働くという部分については，

基本的な生活分類や，緊急性や安全にかかわるという観点から，優先順位は下がるだろうと考えら
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れ，やりとりの例や場面，４技能の学習項目の要素の分類の一覧の中からは外されています。ただ

し，重要な項目であることから，生活上の行為の分類としては掲げられています。 

 １１ページを御覧ください。こちらは，カリキュラムの策定方法等を示しました標準的なカリキ

ュラム案活用のためのガイドブックに記載がある内容です。言語や学習についての考え方というブ

ルーの色の塗り潰しがある部分を御説明します。１２ページにある，言語について，言語学習につ

いて，教室活動について，日本語教室から地域社会についてということで，言語から実際に言語を

どのようなものとして捉えるかが書かれています。具体的には，話し言葉や書き言葉から構成され

ていて，カリキュラム案では書き言葉については触れていないとか，書き言葉について考え方が示

されております。言語学習については，できるようになりたいと望む生活上の行為を適切に選ぶこ

とが積極的な言語学習につながるということや，教室活動については，同じくできるようになりた

いと望む生活上の行為と教室活動がつながっていることが不可欠であるということ，続いて日本語

教室から地域社会に，教室を離れても自律的に学習が続けられるということが重要であるといった

ようなことを，考え方として述べております。 

 １３ページを御覧ください。こちらには，今まで御説明しました考え方に則って，活用及び指導

方法に関するポイントをまとめています。地域・学習者に応じた教育内容の選択と工夫の観点，専

門家・地域住民と協働することが重要であるという観点や，行動・体験中心の活動が重要である，

そして，対話による相互理解の促進が重要であるといったことが示されています。このような指導

方法・活用に関する観点を取りまとめられています。 

 続いて１５，１６ページを御覧ください。先ほど，標準的なカリキュラム案で扱う生活上の行為

の事例として八つあるということをお示ししましたが，それらが具体的に中分類，小分類としてど

のようなものが挙げられるかということが，見開き２ページでまとめてあります。こちらも黄色の

冊子の中に取りまとめがあります。 

 以上，基本的な考え方について，御説明いたしました。 

 

○金田座長 

  ありがとうございました。 

 引き続きＪＦ日本語教育スタンダードのお話を伺ってから，まとめて質疑ということでよろしい

ですか。 

 では，続きまして，簗島委員よりＪＦ日本語教育スタンダードの御説明を頂きます。 

 

○簗島委員 

  日本語国際センターの簗島です。ＪＦ日本語教育スタンダードについて，御紹介させていただき

ます。 

 まず，ＪＦ日本語教育スタンダードのお話を始める前に，ここで使うスタンダードの意味につい

て，前提を確認させていただきたいと思います。スタンダードは，一般的には標準と訳されること

が多くあるわけですが，ここではどちらかというと「寄って立つもの」というような，原義に近い

ものと考えています。言語教育では，その言語の言語教育の目的・理念によって，言語教育環境を

デザインする際の枠組みや目安を提供するものと考えています。 

 国際交流基金は，１９７２年に設立されてから，その基幹事業の一つとして海外の日本語教育に

ずっと携わってまいりました。そして，長い間，相手国の要請や事情に応じて支援することに主眼

を置いてきたわけですが，時代の変化から，そこに推進というようなキーワードが入って，主体的

な取組というものも期待されるようになりました。 

 この基金が，この日本語教育という言語教育のスタンダード，今申し上げたようなスタンダード，

つまり「コースデザイン，授業設計，評価を考えるための枠組み，ツール」の開発を手掛けたのは，

基金が政府系機関の一つとして事業を更に展開していくためには，他者に説明できる明確な方針が
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必要だと考えたという経緯があります。当時世界の言語教育は，政治，経済，社会といった様々な

分野で顕在化したグローバル化を背景に，１９８０年代の後半から１９９０年代にかけて，例えば

オーストラリア，アメリカでは多言語・多文化主義，欧州，ヨーロッパについて言えば複言語・複

文化主義が提唱されるようになってきていました。 

 そのような潮流の中で基金が，先ほどお話ししたようなスタンダードの開発を考えたとき，日本

語教育でも，「文化を異にする人々が共に生きていく社会状況の中で，多くの言語の一つとして日本

語を位置付ける」ことが求められると考え，２００５年より私たちのＪＦ日本語教育スタンダード

の理念として，「相互理解のための日本語」という基本的な視座を持つことといたしました。それに

よって，今からお話ししますように，最も理念が近いと思われるＣＥＦＲに範を求めることになり

ました。 

 「相互理解のための日本語」は，知識だけではなく，日本語を使ってコミュニケーションという

共同行為によって，ある課題を遂行していく力と考えています。そのコミュニケーションには，母

語話者と非母語話者との間のものだけではなくて，非母語話者同士による日本でのコミュニケーシ

ョンも含まれています。そして，どこで，どのような文脈で，誰と話すかによって，使う言葉，表

現，スピード，様々な点に考慮しなければならないわけですから，「領域，場」という観点がとても

大切になります。さらに，この相互理解のための日本語を学んだり使ったりする中で，異文化理解・

能力が求められ，また養われるというふうに考えております。 

 ＪＦ日本語教育スタンダードでは，今お話しした課題遂行能力の記述文，つまりＣａｎ－ｄｏを，

御覧のようなＪＦスタンダードの木であらわしています。もしお手元にガイドブックをお持ちでし

たら，１０ページに詳しいものが載っています。木の根として表現され，言語によるコミュニケー

ションを支えているのが言語能力です。そして，この言語能力を基盤として，木の枝のように広が

っているのが言語活動です。この言語活動はＪＦ日本語教育スタンダードでは，受容，産出，やり

とりの三つに分類しています。さらに，その活動の一部で必要になってくる方略Ｃａｎ－ｄｏや，

受容と産出の両者を仲介するようなテクストＣａｎ－ｄｏがあります。実際のコミュニケーション

活動というのは，この木のように能力や方略といった複数のＣａｎ－ｄｏを組み合わせて，課題を

遂行していると言うことができます。 

 それぞれのＣａｎ－ｄｏには，日本語の熟達度のレベルが付けられています。ガイドブックです

と，１２ページを御覧いただければ分かると思います。この尺度にはＣＥＦＲの共通参照レベルを

採用しております。言語熟達度は，基礎段階の言語使用者，Basic Userと，Ｂ，自立した言語使用

者，Independent User，そしてＣ，熟達した言語使用者，Proficient Userの三つの大きな段階に分

かれているのですが，更にその各段階が二つに分かれて，全部で六つのレベルとなっております。

六つのレベルはこの図では等間隔に見えるのですが，そうではなくて，特にＡ２，Ｂ１，Ｂ２の幅

は広いと思われるので，その中をまた更に二つに分けている場合もあります。 

 ここでＣＥＦＲとＪＦ日本語教育スタンダードのＣａｎ－ｄｏについて，全体像を御説明してお

きます。御覧いただいている白い四角がＣＥＦＲが提供しているＣａｎ－ｄｏです。後ほどここで

も話題になると思いますが，まず全体的な尺度，そして自己評価表を提示しています。そこから更

に各尺度の例示となるＣａｎ－ｄｏ項目が挙げられています。国際交流基金では，みんなのＣａｎ

－ｄｏサイトというサイトを運営しており，ここで基金が作ったオリジナルのＣａｎ－ｄｏとこの

ＣＥＦＲのＣａｎ－ｄｏを翻訳したもの，両方を提供しています。この黄色い四角の部分がみんな

のＣａｎ－ｄｏサイトが扱っている部分です。ＣＥＦＲＣａｎ－ｄｏの４９３項目に加えて，Ａ１か

らＢ２までの基金オリジナルのＣａｎ－ｄｏ５５２項目を公開しています。 

 これから，このＪＦＣａｎ－ｄｏをどのようにして作成したかについて，簡単に説明させていた

だきます。基金オリジナルのＪＦＣａｎ－ｄｏは，この図のようなプロセスで作られました。まず，

枠組みを利用したいと考えていたＣＥＦＲＣａｎ－ｄｏが本当に利用できるのかどうか。基金が持

っております国内外の拠点などの教育現場において，コースや授業の目標記述をＣＥＦＲＣａｎ－
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ｄｏと関連付けて整理し，実践して，コースや授業をやってみるという調査をいたしました。これ

によって，ＣＥＦＲＣａｎ－ｄｏは日本語教育でも共通の枠組みとして機能するということが確認

できましたが，他方で記述が抽象的であることから，実際の授業や評価には結び付けにくいこと，

そして，日本語の独自性についての方針を検討することが必要であることというような課題も明ら

かになりました。 

 この一つ目の課題，つまり「記述が抽象的で授業や評価に結び付けにくい」ということを解決す

るために，基金は新たなＣａｎ－ｄｏを作ることといたしました。そのために，まずＣＥＦＲの活

動Ｃａｎ－ｄｏの記述というものを詳細に分析いたしました。その結果，それは条件，話題・場面，

対象，行動の４要素に分解できることが分かりました。例えばＢ１のＣａｎ－ｄｏに，「話し方が比

較的ゆっくりとはっきりとしていれば，インタビュー，短い講演，ニュース，レポートなど本人の

関心事である話題について，多くのテレビ番組の内容をおおかた理解できる」という項目がありま

す。これを上の構造モデルに照らし合わせますと，下の今○を付けさせていただいたような形にな

ります。 

 この構造を参考にＪＦＣａｎ－ｄｏの作成作業に移りました。日本語国際センターでは，このＪ

Ｆ日本語教育スタンダードの開発に取りかかる１５年ほど前から，日本語の授業を総合日本語とい

う名前でトピックベースで行っておりました。そして，それぞれの授業に何々ができるという文言

で目標記述をしておりました。それで，ＪＦのオリジナルＣａｎ－ｄｏを作るに当たっては，この

日本語国際センターの研修で行ってきた授業の目標記述をもとにすることといたしました。 

 センターの研修で作っていた目標記述をＣＥＦＲの言語活動の分類に合わせて分類し，同じくＣ

ＥＦＲのカテゴリーに合わせてカテゴリーを決めました。さらに，トピックについてはＣＥＦＲの

Ｃａｎ－ｄｏにはありませんが，もともと私たちの授業でトピックベースの授業目標で付いていた

ものをダブルインデックスという形で残すことといたしました。そして，先ほど御説明した構造モ

デルに従って各レベルの特徴的表現を追加して，ＪＦＣａｎ－ｄｏを作りました。 

 例を少しお見せします。もともとの授業で目標になっていたのは，このようなものでした。「町を

紹介するテープを聞いて，内容を理解し，そこで学んだ語彙や文型を使って，自分の知っている町

について話すことができる」と。これをＣＥＦＲのＣａｎ－ｄｏの枠組みに照らし合わせますと，

ここに三つのＣａｎ－ｄｏが入っているということが分かります。このＪＦ日本語教育スタンダー

ドのＣａｎ－ｄｏを作るに当たっては，ＣＥＦＲのＣａｎ－ｄｏを参考する以上，この三つの項目

を別々に扱わなければならないというふうに考えまして，その中で特に今回の活動Ｃａｎ－ｄｏに

ついて言えば，一番上のものとそれから最後のものを取り上げることといたしました。 

 例えば一番下の，「自分の知っている町について話すことができる」というＣａｎ－ｄｏについて，

じゃあ，これは活動Ｃａｎ－ｄｏとして生かそうということになって，それでは現実場面のコミュ

ニケーションでは，これはどういうところで行われる活動なのだろうということを考え，さらにＣ

ＥＦＲＣａｎ－ｄｏのカテゴリーでは何に当たるか。そして，レベルはどうなるか，ＣＥＦＲの構

造モデルに合わせると，どういう記述ができるか，というようなことを考えました。その結果，御

覧いただいているような授業目標は，ＪＦＣａｎ－ｄｏではこのようになっています。言語活動と

しては，「産出」そしてカテゴリーは「経験や物語を語る」，残しましたトピックは「旅行と交通」，

そして，レベルとしてはＢ１，Ａ２で，それぞれこのようなことができるというふうに考えており

ます。 

 このような作業を経てＪＦＣａｎ－ｄｏを作っていったことで，ＣＥＦＲのＣａｎ－ｄｏとＪＦ

Ｃａｎ－ｄｏには例えば御覧のような違いがあります。ＣＥＦＲは，「人に物事を要求し，人に物事

を与えることができる」というような記述になっておりますが，そこに対応するＪＦＣａｎ－ｄｏ

では，食卓で「しょうゆを取ってください」「おかわりをお願いします」など，「短い簡単な言葉で

頼んだり，ゆっくりとはっきりと話されれば頼まれたことに対応したりすることができる」という

ような具体的な記述になっています。これが場面とか領域とかでもちろん変えていくことは可能だ
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と考えておりますので，例えばヨーロッパでしたら，しょうゆとお代わりの代わりに，ワインとパ

ンになるかもしれないのですが，そのようにそこの部分を変えながら，具体的に使ってもらいたい

と考えて作っております。 

 最後に，先ほどお話ししましたＣＥＦＲの有効性について試行的な調査をしましたときにもう一

つ課題となっておりました日本語の独自性について，ＪＦ日本語教育スタンダードではこのような

姿勢を取っているということについて，少し触れておきたいと思います。 

 まず大前提として，ＪＦＣａｎ－ｄｏはＣＥＦＲの枠組みを利用し，その言語熟達度に基づいた

ものであるので，基準は変えることはしないという前提がございます。文字や表記については，活

動Ｃａｎ－ｄｏにおいては，漢字を使うか否かなどにかかわらず，記述されている言語活動が達成

できれば，「できた」とみなすということ。そして，先ほど島田先生からヨーロッパの取組などを伺

いましたが，私たちももし漢字などを扱うのであれば別に，そして領域や場によっても違うかもし

れないので，今の時点ではそれぞれの現場で判断するもの，又は別に考えるものというふうに考え

ております。 

 フォーマリティーについても同様に，活動Ｃａｎ－ｄｏにおいては，原則として例えば敬語を使

うか否かなどにかかわらず，記述されている言語活動が達成できれば，「できた」とみなすというふ

うに考えています。ただし，Ｂ２以上で，Ｃａｎ－ｄｏの記述自体に場面に応じた言葉の使い分け

ができることが必要と書かれている場合は，それを含めてできたかどうかを判断するということに

しております。 

 以上，今の形になるまでＪＦ日本語教育スタンダードも１０年以上かかっておりますし，最初に

申し上げましたように，スタンダードというのはこれで完結というのではなくて，まだこれからも

いろいろ改善を続けていくものと考えておりますので，今お話ししたことは本当にほんの一部にな

ってしまったのですが，もしお時間があれば，もう少し詳しいことが御覧のようなサイトにありま

すので，見ていただければと思います。ありがとうございました。 

 

○金田座長 

  どうもありがとうございました。それぞれ限られた時間の中で，核になる部分を御説明いただけ

たと思います。御意見あるいは御質問等あると思いますので，お願いしたいと思いますが，いかが

でしょうか。 

 

○島田委員 

  今二つの御説明を伺いまして，能力記述文Ｃａｎ－ｄｏが，ＪＦスタンダードの方も，カリキュ

ラム案の方も具体的で大変分かりやすいと思いました。一方，ＣＥＦＲの方は，今手元に全てがあ

るわけではないので，記憶だけで話しますが，枠組みということなので，もう少し抽象度が高いよ

うに思います。その分，分かりにくいという批判もあるかと思います。ただ，具体的にすると項目

数が増えてくるということもあると思います。今回目指して作ろうというものがどういうものなの

かによって，抽象度をどの辺りにするかということも一つポイントになると感じました。 

 

○簗島委員 

  はい。特にカリキュラム案やＪＦ日本語教育スタンダードのＣａｎ－ｄｏを使うのであれば，か

なり例示的と言いますか，例として幾つかを選んで付けるということかと思います。基本的にＣＥ

ＦＲほど抽象度を上げてしまうと結局同じものになり，ＣＥＦＲを訳したもの以上のものはできな

いと思います。それでいいのかと思いますので，あの柱に対して，どういう具体例が日本語ではあ

り得るかというような検討になると思いますが，いかがでしょうか。 
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○金田座長 

  でも，ＣＥＦＲのＣａｎ－ｄｏも項目によって抽象度が大分違いますね。 

 

○簗島委員 

  そうですね。 

 

○金田座長 

  十分内容が予想されるものもあれば，かなり広いと思うものもありますよね。その一方で，標準

的なカリキュラム案も，そのあたりは十分にバランスが取れているわけではないと思います。でも，

ある程度具体的に，例示であるということを十分に理解してもらった上で示すということですね。 

 

○簗島委員 

  私たちでさえも例えば「こういう場面・活動で」と書いたときに，「こういう場面など」というと，

「など」に当たる例示は一体どれぐらい共有できているのかが難しかったりします。「大まかに理解

できる」というと，どこまでかというのもあります。今，一応，全体的な尺度と自己評価表，共通

参照レベルがあるので，そこからいきなり具体例に行くのか，もう一段階ぐらい何か考えるのか。

その辺りを決めていった方がいいと思います。 

 

○石井委員 

  お話を伺って，用途，つまり何のために評価するのかということと，今の議論の内容がとても関

係があると思いました。要するに，全国津々浦々あるいは国外も含めて，能力をできる限り抽象的

に測らなければいけないというタスクであれば，具体的にどういうレベルではどうなのかというこ

とが問題になると思います。逆に，地域の実情を考えてみると，実例はあるが，対象がどういう領

域で生活をし，何のために何をすることを想定した評価なのか，こういう生活をすることができる

かを測るというように考えた場合，つまり現場で今抽象的か具体化するかの指標は必要だと思いま

す。 

 ここは入れ換えていいという部分を明示しておいて，この人にこれから日本語を教えようと思っ

たときに，どのレベルまでできるのか，この仕事を今すぐしてもらうためにはどういうことができ

る必要があるかという基本的な枠組みの選別をしたいというようなことにも対応できるものが作れ

るのではないでしょうか。少し違うことを言っているかもしれないのですが，我々がやろうとして

いることは，どの場面でも統一した評価を作ろうとしているのか。あるいは，評価枠の一部分をア

レンジすれば，地域の特異性や個人の能力に合わせたアレンジがある程度できるような枠組み。ど

ちらを目指したらいいのかという問題なのではないでしょうか。 

 

○金田座長 

  標準的なカリキュラム案の場合は，日本に暮らす人であれば，誰もが必要なものということで限

定的にしていました。しかし，そこから仕事を始めたり，子供を持つなど，その人が使う日本語が

変わってくるわけです。 

 石井委員がおっしゃっているのは，仕事の中でも細分化されるかもしれないが，仕事の中で行わ

れる言語行動と子育て，例えば学校とのやりとりの中で行われる言語行動の中には，抽象レベルで

は同じものがある。しかし，その分野・領域ごとに使用される細かい表現や語彙は，圧倒的に違う。

その違いがあることを認めつつも，同じようにＢ１であると測れる，参照できるものを作ろうとし

ているという理解でよろしいでしょうか。 

 そのときに，あくまでも例示であるということを理解していただいた上で，そのコアになるとこ

ろをどう参照してもらうかが難しいことだろうと思います。 
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○石井委員 

  それは絶対必要なものだと思います。それを公表する際の注意書きのようなものかもしれません。

現実に地域で日本語を学び始める人は，学校からスタートしているわけではないので，標準語を覚

える前にその地域の言い回しを身に付けたりするわけです。 

  

○簗島委員 

  Ａ２やＢ１であれば，ある程度の共通点が見出しやすいのではないかと思いますが，仕事に行く

のか，主婦として学校のPTA役員を行うのか，留学していくのかなど，分かれていくとき，レベルが

上がるほど，かなり幅が出てくると思います。その辺りの伝え方が難しいですね。先程金田座長が

おっしゃっていたように，図式化などしていかないと伝わっていかないと思います。これが全部と

いうわけではないのですが，ある意味の柱ではあるというところが難しいと思います。 

 もう一つ気になったのは，石井委員もおっしゃっていましたが，日本人側のことです。つまり具

体的に書けば，よく条件に「ゆっくりとはっきりと話されれば」や，「文字についての支援があれば」

などの記述が出てきます。日本人側が変わるという前提で考えていくか，なかなか難しいところだ

と思いました。生活に関しては，少しずつ日本人側の言葉の配慮の意識が広がっているかもしれま

せんが，多分職場などではそうではないでしょう。 

 そういう点についても，時代によって変わっていくかもしれませんが，これぐらいの日本人のサ

ポートで，日本人がこのように受け取っている中であれば，この程度だろうという文にならざるを

得ないのではないでしょうか。 

 

○金田座長 

  日本人側に関しては，最終的に作ったものを伝えていくときにどう伝えるかということと，同時

にどういう活動を推進していくかということにかかわってくると思います。今日久しぶりに標準的

なカリキュラム案の御説明を聞く機会があって，私自身はありがたかったのですが，理念が力強く

書かれていますね。恐らくあそこをしっかり読んでくださっている方は少ないのではないでしょう

か。私が直接かかわっている教室でも，標準的なカリキュラム案を参照して，日本語教室を運営し

てもらっているのですが，理念の部分をしっかり読んでもらっていなかったなというのを反省しま

した。 

 先ほどＣＥＦＲの理念にどこまで踏み込むかという話が出ていますが，今回出す日本語教育の標

準としての理念をきちんと書いて伝えていくということが大事だと思います。 

 ＪＦスタンダードは，作り上げたときにシンポジウムも複数回行ったり，あるいは教材が出来た

ことによって考え方が随分浸透したと思いますし，あのツリーの図はインパクトが大きかったと思

います。時間を掛け，いろいろな機会を作って伝えていく。それでもまだ御存じない方もいるとい

う現実もあるわけなので，そのことも参考にしながら，最終的な絵を描きつつ，途中でいろいろな

形で考え方が伝わるような活動ができたらいいと改めて思いました。 

 ほかに御質問ありましたら，いかがでしょうか。 

 

○島田委員 

  Ｃａｎ－ｄｏの全体像の口頭でのやりとり全般のところに「母語話者とやりとりをする」とある

のですが，新しいＣｏｍｐａｎｉｏｎ Ｖｏｌｕｍｅでは，「母語話者」ではなくなっていますね。

「other speakers」という記載になっていて，欧州でも考え方がシフトしているようです。翻訳が

これから始まると思うのですが，私は以前からここが気になっています。 

 

○簗島委員 

  分かります。私たちも使っているときに気になる項目の一つではありました。 
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○島田委員 

  そうですね。母語話者の話が分かるかどうかという記述が以前はあったと思いますが，別に母語

話者に限らなくても良いのではないかと思います。 

 

○簗島委員 

  そうですね。 

 

○島田委員 

  受容のところでも，「母語話者同士の会話を聞く」という部分がありますね。 

 

○簗島委員 

  海外の文脈の中においても，この「母語話者」という記載にはかなり戸惑いがありました。今回

標準のようなものを審議会で作成するに当たっては，それをどのようにするか考えていくべきポイ

ントの一つだと思います。そこに言語教育に対する姿勢が表れるのではないでしょうか。 

 

○金田座長 

  実際の問題として，例えば私が勤めている大学の大学院などでは，いわゆる日本語母語話者の方

が少数派です。もちろん授業は日本語で行うわけで，学生間のディスカッションも日本語で行い，

共有も日本語です。意見交換の際，第二言語としての日本語なので，分かりにくさもありますが，

その分かりにくさと分かりにくさのやりとりを一生懸命理解し確認し合っていくことは，もはや既

に日常のことです。日本人，外国人双方が努力・工夫をしないとコミュニケーションができない状

況が，ごく一般的に社会でも起こるのだろうと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。島田委員，どうぞ。 

 

○島田委員 

  ＪＦ日本語教育スタンダードのＣａｎ－ｄｏ説明や記述文のレベルは，基本的に該当するＣＥＦ

Ｒのレベルになっているわけですね。そう理解したのですが，もしかしたらずれる可能性もあるの

ではないでしょうか。文字の影響や敬語の問題で，ヨーロッパ言語ではＢ１であっても，日本語で

は違うレベルになる可能性もあるわけです。 

 

○簗島委員 

  そうですね。私たちの今の立場は，レベルとしては変えないこととしています。ただ，そうする

と，ヨーロッパなどの中等教育でＣＥＦＲ基準で成績を出すといった際に，例えば読み書きが入る

活動だと必ず日本語の人たちは１段階下がってしまうことが出てくるわけです。それをどうするか

という問題はあると思います。かと言って，今のところ，それが一つ下なのか二つ下なのかも分か

らないので，基準としては変えないということにしておいて，どういう影響があるか検証していく

必要があると思います。 

 

○島田委員 

  日本語教育の標準ではレベルが変わる可能性もあるということをＣａｎ－ｄｏ説明とあわせて考

えていくことになるのだろうと思います。調査となると大変だと思いますが，このことに関する研

究が既に幾つかありますので，それらも含めて検討していくべき問題だと思います。漢字のリスト

を作ればそれでいいという話ではないと思います。 
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○金田座長 

  そうですね。実際の言語行動として，今は読めない漢字を，アプリを使って読んでいる人たちも

いますから，そういうことが仮に評価テストでも許されるような時代になっていけば，漢字語彙が

あることによってレベルが下がるというようなことは回避できるとは思います。 

 

○石井委員 

  そういうところはオプションとして，評価の目的によって，どちらのバージョンで行うかという

ことで考えることもできるのではないでしょうか。 

 

○金田座長 

  それから，このＪＦ日本語教育スタンダードと標準的なカリキュラム案をそれぞれ参照して，も

っと追加するべき事柄があるかどうかも検討しておかなくてはいけないと思っています。標準的な

カリキュラム案の成立あたりから知っている人間としては，当時から時代が随分変わってしまって

いるので，今はそのようなことはしないといったケースも出ているかと思います。そのあたりをど

うするかも，考える必要があるでしょう。 

 例えば，道を聞くというタスクを日本語教室で行うのですが，最近は道を人にたずねることはあ

まりないと学生に言われます。皆さん，スマートフォンの地図アプリなどを見るようですね。恐ら

く，こういったことの逆もあるでしょう。今だったらこうするのにという活動もあると思います。 

 ヒアリングに基づき，質疑そして意見交換ができましたので，本日の議論はここまでとさせてい

ただきます。御質問，御意見ありがとうございました。今後の予定について，事務局からお願いし

ます。 

 

○増田日本語教育専門職 

  御審議ありがとうございました。今後の予定ですが，配布資料３「ワーキンググループの進め方

について」日程を記載しておりますが，次回のワーキンググループは９月を予定しております。詳

細が決まり次第，御連絡をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○金田座長 

第１回日本語教育の標準に関するワーキンググループを終わらせていただきます。御協力ありが

とうございました。 

 


